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「
地
方
自
治
の
憲
法
」
と
い

わ
れ
る
「
野
洲
市
ま
ち
づ
く

り
基
本
条
例
」
（
以
下
、
「
基

本
条
例
」
）
制
定
の
た
め
の
検

討
が
す
す
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
市
で
は
、
１
２
月
中
に

も
、「
野
洲
市
ま
ち
づ
く
り
基

本
条
例
検
討
委
員
会
」
か
ら

答
申
を
受
け
、
来
年
の
３
月

定
例
市
議
会
に
提
案
を
行
い

た
い
と
し
て
い
ま
す
。 

「
基
本
条
例
」
は
、
住
民
自

治
を
基
本
に
野
洲
市
の
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
す
る
う
え
で

重
要
な
方
針
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
だ
け
に
、
市
民
・
行
政
・

議
会
が
一
体
と
な
っ
て
議
論

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

「
基
本
条
例
」
の
策
定
に
つ

い
て
は
、
合
併
後
の
平
成
１

７
年
に
「
市
民
活
動
促
進
委

員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
ま
た
、

平
成
１
８
年
度
に
は
、「
条
例

検
討
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
、
委
員
の
み
な
さ

ん
に
よ
る
精
力
的
な
協
議
が

行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
こ
の
程
、
検
討
委
員

会
か
ら
「
条
例
骨
格
案
」
が

示
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
れ
に
よ
る
と
基
本
条
例

の
骨
格
案
の
構
成
は
、
①
ま

ち
づ
く
り
の
方
針
・
目
標
、

②
そ
れ
を
担
う
主
体
、
③
推

進
す
る
た
め
の
市
民
の
権
利

と
参
加
な
ど
が
骨
子
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

   
 全
国
的
に
『
住
民
自
治
基
本

条
例
』
を
策
定
す
る
自
治
体

が
増
加
し
て
い
ま
す
。
そ
の

な
か
で
最
も
大
事
な
も
の

が
、
そ
の
自
治
体
の
将
来
方

向
を
定
め
る
「
ま
ち
づ
く
り

の
方
針
・
目
標
」
と
な
り
ま

す
。 

 

野
洲
市
ま
ち
づ
く
り
検
討

委
員
会
が
明
ら
か
に
し
た
骨

格
案
で
は
、
野
洲
市
の
方

針
・
目
標
を
「
人
権
と
環
境

を
土
台
に
生
き
る
意
味
が
実

感
で
き
る
地
域
社
会
づ
く

り
」
と
し
て
い
ま
す
。
「
人

権
・
環
境
」
は
こ
れ
ま
で
の

市
民
・
行
政
で
取
り
組
ん
で

き
た
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。 

今
後
の
議
論
で
、
今
日
、

市
民
を
取
り
巻
く
現
状
か

ら
、「
市
民
の
安
全
と
健
康
を

守
り
、
福
祉
の
向
上
に
努
め

る
」
と
い
う
地
方
自
治
の
理

念
が
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付

け
ら
れ
る
の
か
が
注
目
さ
れ

ま
す
。 

 
 

  

骨
格
案
で
は
、
ま
ち
づ
く

り
の
方
針
・
目
標
を
推
進
す

る
に
あ
た
り
、「
ま
ち
づ
く
り

を
担
う
主
体
」
は
、
市
民
・

自
治
会
・
事
業
者
、
そ
し
て
、

行
政
や
市
議
会
で
あ
る
と
し

て
い
ま
す
。 

そ
の
な
か
で
、
骨
格
案
で

は
「
市
民
と
は
」
の
定
義
を

お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
よ
る
と
、「
市
内
に
住
所
を

有
す
る
も
の
、
働
く
人
・
学

び
人
、
市
に
関
わ
り
活
動
す

る
人
・
団
体
」
に
加
え
、「
市

内
の
事
業
者
（
企
業
）」
を
定

義
付
け
し
て
い
ま
す
。 

今
後
、
制
定
さ
れ
る
条
例

の
方
針
と
目
的
に
沿
っ
て
、

企
業
が
社
会
的
責
任
を
負

い
、
行
政
や
市
民
活
動
に
協

力
す
る
こ
と
は
当
然
で
す

が
、
営
利
を
目
的
と
す
る
企

業
を
市
民
と
同
列
に
お
い

て
、
行
政
の
政
策
の
形
成
に

参
加
す
る
こ
と
は
、
住
民
自

治
の
原
則
に
反
す
る
の
で
は

な
い
で
し
よ
う
か
。
大
い
に

検
討
す
べ
き
課
題
と
考
え
ま

す
。 

   

ま
ち
づ
く
り
の
方
針
・
目

標
、
こ
れ
を
推
進
す
る
主
体

と
と
も
に
、
こ
れ
を
保
障
す

る
市
民
へ
の
情
報
と
参
加
の

権
利
も
重
要
な
課
題
で
す
。 

骨
格
案
で
は
、
行
政
情
報

を
知
る
権
利
や
個
人
情
報
の

保
護
と
と
も
に
、
ま
ち
づ
く

り
の
参
加
権
を
規
定
し
て
い

ま
す
。 

こ
の
中
で
、
市
の
重
要
事

項
に
つ
い
て
、
市
民
の
意
思

を
確
認
す
る
た
め
の
住
民
投

票
の
実
施
が
う
た
わ
れ
ま
し

た
。
住
民
投
票
の
投
票
権
は

「
１
６
歳
以
上
」
と
さ
れ
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
１

６
歳
の
規
定
は
、
意
思
決
定

が
可
能
で
あ
り
参
画
の
権
利

を
有
す
る
と
考
え
ま
す
。 

 

住
民
投
票
制
度
に
つ
い

て
骨
格
案
で
詳
細
は
ま
だ
明

ら
か
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
発
議
条
件
や
効
力
な
ど
、

市
民
の
意
思
確
認
を
「
押
さ

え
込
む
」
も
の
に
な
っ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
全
国
的
に
は
、

住
民
投
票
制
度
を
規
定
し
た

も
の
の
、
ハ
ー
ド
ル
を
高
く

し
、
事
実
上
、
実
施
が
困
難

な
例
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。 

以
上
、
検
討
委
員
会
で
検

討
さ
れ
て
き
た
骨
格
案
を
検

証
し
ま
し
た
が
、
一
層
、
市

民
の
み
な
さ
ん
と
議
論
を
す

す
め
、
住
民
自
治
を
推
進
し

ま
す
。 

 

 まちと市民の将来にとって重要な「野洲市
まちづくり基本条例」の制定が予定されてい
ます。日本共産党は、よりよい条例の制定へ
市民のみなさんとともに考えたいと思いま
す。ご意見をお寄せください。 


